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平成 27 年 10 月末現在 国民年金保険料の納付率 
 

厚生労働省では、このほど、平成 27 年 10 月末現在の国民年金保険料の納付率を取りま

とめましたので公表します。 

 本資料には、未納分を遡って納付できる過去２年分を集計した「平成 25 年度分の納付

率」、「平成 26 年度分の納付率」と、平成 27 年 4 月分から平成 27 年 9 月分までの保険料

のうち、平成 27 年 10 月末までに納付された月数を集計した「現年度分の納付率」をまと

めています。 
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○ 平成 25 年度分（過年度 2年目）の納付率（注１）は、68.8％ 

（25 年度末から＋7.9 ポイント） 
  ※平成 27年度末時点の目標は、25 年度末から＋7.0 ポイント（注３） 
 

○ 平成 26 年度分（過年度 1年目）の納付率（注２）は、65.4％ 

（26 年度末から＋2.4 ポイント） 
  ※平成 27年度末時点の目標は、26 年度末から＋4.0 ポイント（注３） 

 

○ 平成 27 年 4 月分～平成 27 年 9 月分（現年度分）の納付率は、56.7％ 

（対前年同期比△1.0％） 
  ※平成 27年度末時点の目標は、前年度実績から＋1.0 ポイント（注３） 
 

 （注１）平成 25年度分（過年度 2年目）の納付率：平成 25 年４月分～平成 26年３月分の保 

険料のうち、平成 27 年 10 月末までに納付された月数の割合。 

 （注２）平成 26年度分（過年度 1年目）の納付率：平成 26 年４月分～平成 27年３月分の保 

険料のうち、平成 27 年 10 月末までに納付された月数の割合。 

 （注３）数値目標は、いずれも日本年金機構平成 27年度計画による。 

（注４）数値は、それぞれ四捨五入しているため、下一桁の計算が合わない場合がある。 

 



 

平成２７年１２月２２日 

国民年金保険料の納付率について 

（平成２７年１０月末現在） 

 

○ 平成２５年度分（過年度２年目）の納付率は６８．８％ 

（２５年度末から７．９ポイントの伸び） 

 25 年度末 

現在 

 

→ 

26 年度末 

現在 

 

→ 

８月末

現在 

９月末 

現在 

１０月末 

現在 

25 年度末現在 

からの伸び 

25 年度分 60.9%  67.2%  68.5% 68.7% 68.8% +7.9% 

 

○ 平成２６年度分（過年度１年目）の納付率は６５．４％ 

（２６年度末から２．４ポイントの伸び） 

 26 年度末 

現在 

 

→ 

８月末 

現在 

９月末 

現在 

１０月末 

現在 

26 年度末現在 

からの伸び 

26 年度分 63.1%  65.1% 65.3% 65.4% +2.4% 

 

○ 平成２７年４月～平成２７年９月分（現年度分）の納付率は、５６．７％ 

（対前年同期比△１．０％） 

 
納付月数 

（４月～９月分） 

納付対象月数 

（４月～９月分） 
納付率 

２７年１０月末現在 

（対前年同期） 

３，８９８万月 

（△５．８％） 

６，８７４万月 

（△４．１％） 

５６．７％ 

（△１．０％） 

２６年１０月末現在 ４，１３８万月 ７，１６９万月 ５７．７％ 

 

（参考）強制徴収の実施状況 

 最終催告状 督促状 財産差押 

27年4月分～10月分 ６，０５２件 １，９８６件 １，９６０件 

26年4月分～10月分 ５０，８６５件 ２６，０１５件 ７，３７４件 

※最終催告状…前年所得等を基に選定した強制徴収の対象者に対し、納付書とともに送付する催告文書。

記載した指定期限までに納付を求め、指定期限までに納付されない場合は、滞納処分（財産差押え）を

開始することを明記している。 

※督促状………最終催告状送付後、指定期限までに納付されない者に対し納付を督促する文書（国税通則

法）。督促状の指定期限までに納付されない場合は、滞納処分が開始され、延滞金が課せられるほか、滞

納者だけでなく連帯納付義務者（滞納者の世帯主や配偶者）の財産差押えが実施される。（国税徴収法） 

－１－ 



都道府県別納付状況 平成２７年１０月末現在

（単位：％）

納付率
納付率伸び

（対前年同期）
納付率

25年度末
からの伸び

納付率
26年度末

からの伸び

全  国 56.7 △1.0 68.8 +7.9 65.4 +2.4
北海道 56.2 △0.7 68.4 +8.1 65.1 +2.8
青　森 56.3 +0.6 67.8 +8.0 64.7 +2.5
岩　手 64.0 △0.4 76.3 +8.4 72.9 +2.6
宮　城 55.9 △0.2 69.5 +9.2 65.5 +2.9
秋　田 64.3 △2.4 77.5 +7.6 74.3 +2.5
山　形 66.9 △1.9 78.8 +7.2 75.4 +2.3
福　島 57.4 △0.2 71.7 +8.6 67.7 +3.0
茨　城 55.4 △0.5 66.5 +8.3 62.9 +2.3
栃　木 55.7 △0.3 66.5 +8.0 62.9 +2.5
群　馬 60.9 +0.1 71.6 +8.7 68.8 +2.7
埼　玉 54.0 △0.4 65.4 +8.5 61.8 +2.5
千　葉 55.0 △1.5 66.5 +7.5 62.8 +1.9
東　京 53.2 △0.6 64.9 +7.7 61.1 +2.4
神奈川 56.1 △1.2 67.4 +7.8 64.1 +2.2
新　潟 69.5 △0.9 80.6 +7.7 77.6 +2.4
富　山 69.5 +0.2 78.8 +7.3 76.3 +1.9
石　川 66.6 △1.7 78.1 +6.8 75.0 +2.0
福　井 66.8 △1.8 78.5 +7.0 75.4 +2.3
山　梨 62.5 △0.6 74.3 +7.7 70.8 +2.5
長　野 65.2 △1.1 76.8 +7.8 73.7 +2.5
岐　阜 66.3 △1.2 76.7 +6.7 73.8 +2.0
静　岡 62.3 △0.0 72.4 +7.4 69.5 +2.1
愛　知 61.3 △0.8 72.0 +7.3 69.0 +2.2
三　重 64.9 △1.6 75.4 +6.8 72.5 +1.9
滋　賀 62.5 △2.2 75.2 +8.1 71.7 +2.2
京　都 57.1 △4.4 72.8 +8.3 68.4 +2.7
大　阪 46.7 △0.8 60.6 +8.7 56.9 +2.9
兵　庫 55.2 △1.2 68.7 +9.0 65.2 +2.9
奈　良 62.2 △0.6 74.3 +8.9 71.7 +2.4
和歌山 65.2 △1.2 76.4 +7.1 73.4 +2.4
鳥　取 61.7 △0.8 75.3 +8.8 72.2 +2.7
島　根 69.0 △1.8 81.2 +7.9 79.0 +2.3
岡　山 59.3 △1.1 73.0 +8.9 69.0 +2.7
広　島 61.5 △0.1 73.5 +8.3 70.2 +2.6
山　口 63.4 △1.2 74.7 +7.4 71.4 +2.2
徳　島 60.2 △2.1 71.5 +7.4 68.2 +2.1
香　川 62.7 △1.9 75.3 +7.7 71.5 +2.5
愛　媛 62.6 △1.5 74.9 +7.2 70.9 +2.2
高　知 60.4 △0.3 73.2 +8.6 69.7 +2.6
福　岡 53.3 △2.5 65.8 +7.5 63.6 +1.7
佐　賀 60.5 △0.7 71.8 +7.4 69.6 +2.2
長　崎 54.8 △1.0 65.4 +7.1 63.5 +2.3
熊　本 58.4 △0.7 70.5 +7.6 67.8 +2.5
大　分 55.4 △2.3 67.8 +5.8 64.9 +0.5
宮　崎 56.0 △0.4 68.7 +7.6 66.2 +2.7
鹿児島 54.0 △1.5 67.8 +7.5 64.9 +1.9
沖　縄 35.5 △1.4 51.4 +9.7 48.1 +2.9

－２－

都道府県
現年度分

平成２５年度分
（過年度２年目）

平成２６年度分
（過年度１年目）
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２月

（４月～１月分）

３月

（４月～２月分）
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（４月～３月分）

平成26年度分（現年度分）
の納付率

平成27年度分（現年度分）
の納付率

国民年金保険料の納付率（現年度分）の推移

納付率（％）

(参
考
資
料
１
）

（末現在）

(対象保険料）

－
３
－



（参考資料２） 都道府県別全額免除割合 平成２７年１０月末現在

（単位：％）
前年同期 前年度末

法定免除
割合

申請全額
割合

学特割合 若年割合
全額免除
割合

全額免除
割合

全額免除
割合

全  国 8.1 11.2 8.4 1.9 29.5 29.5 35.1 0.0
北海道 13.3 14.1 7.5 2.0 36.8 36.1 42.1 0.7
青　森 10.8 18.2 6.5 2.0 37.5 35.3 41.9 2.2
岩　手 11.1 12.6 6.9 1.8 32.5 31.9 36.2 0.6
宮　城 8.0 11.7 8.3 2.0 29.9 28.4 34.4 1.5
秋　田 11.0 13.8 8.0 2.1 34.8 35.6 39.8 -0.8
山　形 9.2 10.6 8.2 1.7 29.7 29.5 33.5 0.2
福　島 8.2 14.0 7.9 2.0 32.1 30.5 37.3 1.6
茨　城 6.0 10.8 7.6 1.7 26.1 26.3 31.2 -0.1
栃　木 7.4 9.9 7.7 2.0 27.0 26.0 31.2 1.0
群　馬 6.6 10.6 8.3 2.0 27.5 26.6 31.2 1.0
埼　玉 6.1 7.1 8.5 1.8 23.5 23.8 28.7 -0.2
千　葉 6.5 7.2 8.2 1.7 23.7 23.9 28.9 -0.2
東　京 6.1 7.2 7.4 1.6 22.4 22.1 27.1 0.3
神奈川 7.3 6.6 8.8 1.8 24.5 24.3 28.9 0.2
新　潟 9.7 9.6 9.6 2.2 31.2 30.9 34.8 0.3
富　山 8.2 7.7 10.3 1.5 27.6 26.2 30.6 1.4
石　川 8.1 9.4 11.6 1.9 31.0 30.8 34.9 0.3
福　井 8.0 9.9 9.6 2.1 29.6 29.6 33.6 0.0
山　梨 6.8 11.2 9.8 2.2 29.9 28.9 34.6 1.0
長　野 8.2 8.7 7.7 1.5 26.1 26.5 31.1 -0.5
岐　阜 6.4 10.0 8.6 1.7 26.7 25.9 30.5 0.7
静　岡 7.1 8.5 8.4 1.8 25.9 24.1 29.5 1.8
愛　知 6.3 9.3 7.7 1.8 25.1 24.8 29.3 0.2
三　重 8.0 9.8 8.1 1.7 27.6 27.5 31.6 0.1
滋　賀 7.0 10.4 10.5 2.2 30.2 31.5 35.9 -1.3
京　都 8.7 12.9 9.7 1.7 32.9 36.2 40.5 -3.3
大　阪 8.9 13.4 7.6 1.8 31.7 32.7 40.8 -1.0
兵　庫 8.4 13.2 9.9 2.1 33.5 34.3 39.5 -0.8
奈　良 7.7 15.1 10.5 2.5 35.8 35.5 41.9 0.3
和歌山 8.2 18.1 7.9 2.3 36.4 36.6 41.0 -0.2
鳥　取 10.7 13.3 9.5 2.0 35.5 34.7 41.2 0.8
島　根 11.7 10.3 10.9 1.8 34.6 34.4 39.4 0.2
岡　山 9.2 12.0 9.4 1.9 32.6 31.9 38.9 0.7
広　島 9.5 11.2 10.3 2.0 32.9 31.0 37.9 1.9
山　口 9.7 13.5 8.8 2.0 34.1 34.6 38.7 -0.5
徳　島 10.6 16.2 9.5 1.9 38.3 40.1 44.0 -1.8
香　川 8.3 13.0 9.2 1.6 32.2 31.6 37.0 0.6
愛　媛 10.6 17.5 8.6 2.2 38.9 38.0 43.0 0.9
高　知 11.9 16.8 8.2 2.2 39.2 37.7 44.6 1.6
福　岡 10.1 15.8 9.5 2.1 37.6 39.4 46.2 -1.8
佐　賀 8.6 14.4 9.0 2.2 34.2 35.3 40.9 -1.1
長　崎 11.4 15.2 7.8 1.8 36.2 37.2 42.1 -1.0
熊　本 9.7 15.7 8.4 2.3 36.0 35.9 42.2 0.1
大　分 10.4 15.6 9.1 2.5 37.6 38.2 45.4 -0.6
宮　崎 10.4 17.6 7.9 2.0 37.8 37.6 44.5 0.2
鹿児島 12.0 18.1 7.0 2.1 39.1 39.3 46.6 -0.1
沖　縄 9.0 26.3 5.9 2.1 43.2 44.5 54.2 -1.3

現年度 対前年同期
増減幅

－４－

注）

法定免除者数＋申請全額免除者数＋学生納付特例者数＋若年者納付猶予者数

全額免除割合=

第１号被保険者数（任意加入被保険者を除く）



（参考資料３） 
納付率の定義 

 
 
平成２５年度分（過年度２年目）の納付率 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
平成２６年度分（過年度１年目）の納付率 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成２７年４月～平成２７年９月分（現年度分）の納付率 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 保険料の納付期限：当該月の翌月末日 
（平成２７年９月分保険料の場合、納付期限は平成２７年１０月末日） 

 
－５－ 

平成２５年度分の納付率（％） 

平成２７年１０月末現在の 

平成２５年度分の納付月数 

 
（平成 25 年 4月～平成 26 年 3月分） 

平成２７年１０月末現在の 

平成２５年度分の納付対象月数 

＝ 

平成２６年度分の納付率（％） 
（平成 26 年 4月～平成 27 年 3月分） 

＝ 

平成２７年１０月末現在の 

平成２６年度分の納付月数 

 

平成２７年１０月末現在の 

平成２６年度分の納付対象月数 

現年度分の納付率（％） ＝ 

平成２７年１０月末現在の 

平成２７年度分の納付月数 

（納付期限到来分に限る※） 

平成２７年１０月末現在の 

平成２７年度分の納付対象月数 

（納付期限到来分に限る※） 

× １００ 

× １００ 

× １００ 
（平成 27 年 4月～平成 27 年 9月分） 


